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令和５年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の審査意見について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第22条第１項の規定により、

令和６年８月16日付けで審査に付された令和５年度決算に基づく実質赤字比率、連結実質赤

字比率、実質公債費比率及び将来負担比率（以下「健全化判断比率」という。）並びに資金

不足比率とこれらの算定の基礎となる事項を記載した書類を審査した結果、次のとおり意見

を付する。
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令和５年度高知県健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書

第１ 審査の基準

この審査は、高知県監査委員監査基準に基づき実施した。

第２ 審査の種類

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第22条第１項の規定に基づ

く健全化判断比率等審査

第３ 審査の対象

令和５年度高知県一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算等に基づき、知事から提

出された健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載し

た書類

第４ 審査の着眼点

健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類

が法令に適合し、かつ、正確であること。

第５ 審査の実施内容

審査にあたっては、一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算等に基づき、知事から

提出された健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載

した書類、関係帳簿及び証拠書類等を照合するとともに、関係当局の説明を聴取し、実施

した。

第６ 審査の結果及び意見

１ 審査の結果

第１から第５までの記載事項のとおり審査した限りにおいて、健全化判断比率及び資

金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、か

つ、正確であると認められた。

健全化判断比率のうち、実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、実質収支額及び連結

実質収支額がいずれも黒字となっていることから、数値としては表示されない。

また、実質公債費比率及び将来負担比率については、早期健全化基準を下回ってい

る。

資金不足比率については、対象の全ての会計において資金不足額は生じておらず、数

値としては表示されない。
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健全化判断比率

資金不足比率

２ 審査の意見

審査の結果、健全化判断比率については早期健全化基準を、資金不足比率については

経営健全化基準を、いずれも下回っていることが認められた。

今後も引き続き健全な財政運営に努められたい。

比率名

比率 早期健全化

基 準

％

財 政 再 生

基 準

％
令和４年度

Ａ ％

令和５年度

Ｂ ％

前年度対比

Ｂ－Ａ

実 質 赤 字 比 率 － － － 3.75 5.0

連結実質赤字比率 － － － 8.75 15.0

実 質 公 債費比率 11.1 11.7 0.6 25.0 35.0

将 来 負 担 比 率 176.4 177.3 0.9 400.0

会計名

比率 経営健全化

基 準

％
令和４年度

Ａ ％

令和５年度

Ｂ ％

前年度対比

Ｂ－Ａ

流 域 下 水 道 事 業 会 計 － － － 20.0

電 気 事 業 会 計 － － － 20.0

工 業 用 水 道 事 業 会 計 － － － 20.0

病 院 事 業 会 計 － － － 20.0
流 通 団 地 及 び 工 業 団 地
造 成 事 業 特 別 会 計

－ － － 20.0

港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計 － － － 20.0



3

参 考



4

Ⅰ 実質赤字比率

１ 実質赤字比率の対象範囲

(１) 範囲

一般会計及び特別会計（次に掲げる特別会計を除く。以下「一般会計等」とい

う。）

ア 地方公営企業法第２条の規定により同法の規定の全部又は一部を適用する企業

（以下「法適用企業」という。）に係る特別会計

イ 地方財政法第６条に規定する政令で定める公営企業（法適用企業を除く。以下

「法非適用企業」という。）に係る特別会計

ウ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第２条で定める特別会計

(２) 対象となる一般会計等

ア 高知県一般会計

イ 高知県収入証紙等管理特別会計

ウ 高知県給与等集中管理特別会計

エ 高知県旅費集中管理特別会計

オ 高知県用品等調達特別会計

カ 高知県会計事務集中管理特別会計

キ 高知県県債管理特別会計

ク 高知県土地取得事業特別会計

ケ 高知県災害救助基金特別会計

コ 高知県母子父子寡婦福祉資金特別会計

サ 高知県中小企業近代化資金助成事業特別会計

シ 高知県農業改良資金助成事業特別会計

ス 高知県県営林事業特別会計

セ 高知県林業・木材産業改善資金助成事業特別会計

ソ 高知県沿岸漁業改善資金助成事業特別会計

タ 高知県高等学校等奨学金特別会計

２ 実質赤字比率の趣旨

実質赤字比率は、一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率で、

一般会計等の実質赤字の大きさを示すものである。

早期健全化基準及び財政再生基準は、次のとおりである。

早 期 健 全 化 基 準 3.75％

財 政 再 生 基 準 5.0 ％
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３ 実質赤字比率の算出方法

４ 基礎となる数値

(１) 一般会計等の実質赤字額

実質赤字額は、次の算式で求められる。

実質赤字額＝繰上充用額＋（支払繰延額＋事業繰越額）

(２) 標準財政規模

地方公共団体の一般財源の標準的な大きさを示す指標で、次の算式で求められる。

標準財政規模＝標準税収入額等＋普通交付税＋臨時財政対策債発行可能額

(３) 会計別の実質収支

令和５年度の一般会計等の実質収支は、2,723,923千円の黒字となっている。

（単位：千円）

５ 比率

実質収支は黒字であり、実質赤字比率は数値としては表示されない。

Ⅱ 連結実質赤字比率

１ 連結実質赤字比率の対象範囲

(１) 範囲

公営企業会計を含む県の全ての会計

(２) 対象となる会計

ア 一般会計等

Ⅰの１の(２)のとおり

イ 法適用企業に係る特別会計

(ア) 高知県流域下水道事業会計（以下「下水道事業会計」という。）

(イ) 高知県電気事業会計（以下「電気事業会計」という。）

実質赤字比率＝
一般会計等の実質赤字額

標準財政規模

会計名
歳入

Ａ

歳出

Ｂ

差引

Ｃ＝Ａ－Ｂ

翌年度に繰り

越すべき財源

Ｄ

実質収支

Ｃ－Ｄ

一 般 会 計 503,651,288 495,471,200 8,180,088 5,456,926 2,723,162

特 別 会 計

（ 1 5 会 計 )
216,895,068 214,705,607 2,189,461 2,188,700 761

計 720,546,356 710,176,807 10,369,549 7,645,626 2,723,923
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(ウ) 高知県工業用水道事業会計（以下「工水事業会計」という。）

(エ) 高知県病院事業会計（以下「病院事業会計」という。）

ウ 法非適用企業に係る特別会計

(ア) 高知県流通団地及び工業団地造成事業特別会計（以下「流通工業事業会計」

という。）

(イ) 高知県港湾整備事業特別会計（以下「港湾事業会計」という。）

エ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第２条で定める特別会計

高知県国民健康保険事業特別会計（以下「国保事業会計」という。）

２ 連結実質赤字比率の趣旨

連結実質赤字比率は、県の全ての会計を対象とした実質赤字額及び資金の不足額の標

準財政規模に対する比率で、実質赤字額等の相対的な規模を示すものである。

早期健全化基準及び財政再生基準は、次のとおりである。

３ 連結実質赤字比率の算出方法

４ 基礎となる数値

(１) 連結実質赤字額

連結実質赤字額は、ア及びイの合計額がウ及びエの合計額を超える場合の当該超過

額である。

ア 一般会計等及び国保事業会計のうち、実質赤字を生じた会計の実質赤字の合計額

イ 公営企業会計のうち、資金の不足額を生じた会計の資金の不足額の合計額

ウ 一般会計等及び国保事業会計のうち、実質黒字を生じた会計の実質黒字の合計額

エ 公営企業会計のうち、資金の剰余額を生じた会計の資金の剰余額の合計額

(２) 公営企業会計別の資金の剰余額

４つの法適用企業に係る特別会計については11,936,076千円の剰余額が生じてい

る。

また、法非適用企業に係る特別会計については剰余額は生じていない。

内訳は、次のとおりである。

連結実質赤字比率＝
連結実質赤字額

標準財政規模

早 期 健 全 化 基 準 8.75％

財 政 再 生 基 準 15.0％
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表１ 法適用企業 （単位：千円）

※１ 流動資産等＝（流動資産－控除財源－控除額）＋解消可能資金不足額

※２ 流動負債等＝（流動負債－控除企業債等－控除未払金等－控除額）

＋算入地方債の現在高

表２ 法非適用企業 （単位：千円）

(注) 剰余額に土地収入見込額を加算し、地方債残高及び長期借入金を減算した額が

負の場合、剰余額は０と算定される。

(３) 連結実質収支

一般会計等の実質収支額及び公営企業会計の資金不足額（資金剰余額）の内訳は、

次のとおりで、連結実質収支は黒字となっている。

（単位：千円）

(注) 公営企業会計は、法適用企業及び法非適用企業に係る特別会計である。

会計名
流動資産等※1

Ａ

流動負債等※2

Ｂ

剰余額

Ａ－Ｂ

下 水 道 事 業 会 計 1,344,450 1,175,726 168,724

電 気 事 業 会 計 7,993,629 554,143 7,439,486

工 水 事 業 会 計 834,308 14,802 819,506

病 院 事 業 会 計 5,901,851 2,393,491 3,508,360

計 16,074,238 4,138,162 11,936,076

会計名

歳入額

Ａ

歳出額

Ｂ

繰越明許

費繰越額

Ｃ

未 収 入

特定財源

Ｄ

剰余額

A-B-C+D

流 通 工 業 事 業 会 計 1,156,607 1,119,090 0 0
0

(37,517)

港 湾 事 業 会 計 526,324 515,150 0 0
0

(11,174)

計 1,682,931 1,634,240 0 0 0

区分
令和４年度

Ａ

令和５年度

Ｂ

前年度対比

Ｂ－Ａ

実質赤字額 （一般会計等） ａ 0 0 0

実質赤字額 （国保事業会計） ｂ 0 0 0

資金不足額 （公営企業会計） ｃ 0 0 0

実質黒字額 （一般会計等） ｄ 3,673,925 2,723,923 △950,002

実質黒字額 （国保事業会計） e 2,904,024 1,577,304 △1,326,720

資金剰余額 （公営企業会計） ｆ 11,815,622 11,936,076 120,454

連結実質赤字額 a+b+c-d-e-f △18,393,571 △16,237,303 △2,156,268
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５ 比率

連結実質収支は黒字であり、連結実質赤字比率は数値としては表示されない。

Ⅲ 実質公債費比率

１ 実質公債費比率の対象範囲

(１) 範囲

公営企業会計を含む県の全ての会計、一部事務組合及び広域連合

(２) 対象となる会計等

ア 一般会計等 Ⅰの１の(２)のとおり

イ 公営企業会計 Ⅱの１の(２)のイ及びウのとおり

ウ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第２条で定める特別会計

Ⅱの１の(２)のエのとおり

エ 一部事務組合（対象となる法人） 高知県・高知市病院企業団

オ 広域連合 対象となる法人はない。

２ 実質公債費比率の趣旨

実質公債費比率は、一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規

模に対する比率（３か年の平均）で、この比率が高いほど財政運営が逼迫していること

を示している。

早期健全化基準及び財政再生基準は、次のとおりである。

３ 実質公債費比率の算出方法

４ 基礎となる数値

(１) 地方債の元利償還金

一般会計等の元利償還金で、実質的に一般財源の負担を増加させないものは、実質

公債費比率の算定対象から除かれている。

具体的には、繰上償還額、借換債を財源として償還した額及び満期一括償還地方債

の元金に係る分を除き、減債基金積立不足額を考慮して算定した額を加えたものであ

る。

令和３年度から令和５年度までの内訳は、次のとおりである。

実質公債費比率＝

（３か年平均）

（地方債の元利償還金＋準元利償還金） －（特定財源＋

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財

政需要額算入額）

早 期 健 全 化 基 準 25.0％

財 政 再 生 基 準 35.0％
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（単位：千円）

(２) 準元利償還金

ア 公債費に準ずると考えられるものや実質的に公債費と変わらないものが算入され

る。

(ア) 満期一括償還地方債について、償還期間を30年とする元金均等年賦償還とし

た場合の１年当たりの元金償還金相当額

(イ) 一般会計等からの繰出金のうち公営企業債の償還に充てたと認められるもの

(ウ) 一部事務組合等の地方債償還の財源に充てたと認められる負担金又は補助金

(エ) 債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの

(オ) 一時借入金の利子

イ 令和３年度から令和５年度までの準元利償還金の内訳は、次のとおりである。

（単位：千円）

(３) 特定財源

地方債の元利償還金及び準元利償還金の財源に充当することのできる特定財源で、

その令和３年度から令和５年度までの内訳は、次のとおりである。

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

公 債 費 （ 一 般 会 計 等 ） ａ 96,536,623 96,618,998 108,732,407

繰 上 償 還 額 等 ｂ 32,904,100 31,629,000 40,047,100

満期一括償還地方債の元金に係る分 ｃ 7,243,000 8,536,000 10,049,000

積立不足額を考慮して算定した額 ｄ 1,249,844 874,372 1,177,729

計 a－b－c＋d 57,639,367 57,328,370 59,814,036

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

満期一括償還地方債の年度割相当額 10,937,920 11,537,229 12,036,239

公 営 企 業 の 地 方 債 償 還 に

充 て た と 認 め ら れ る 繰 入 金
1,171,413 1,288,227 1,268,753

一部事務組合等の地方債償還の財源に

充 て た と 認 め ら れ る 負 担 金
918,856 865,770 812,123

公 債 費 に 準 ず る 債 務 負 担 行 為 に

係 る も の
633,927 558,639 568,027

一 時 借 入 金 の 利 子 31,794 48,253 62,688

計 13,693,910 14,298,118 14,747,830
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（単位：千円）

(４) 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額

地方債に係る元利償還及び準元利償還に要する経費として、普通交付税の額の算定

に用いる基準財政需要額に算入された額で、次のものが対象となる。

ア 地方債の元利償還金及び準元利償還金

(ア) 災害復旧費等に係る基準財政需要額

(イ) 事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費

(ウ) 密度補正により基準財政需要額に算入された準元利償還金

イ 令和３年度から令和５年度までの内訳は、次のとおりである。

（単位：千円）

(５) 標準財政規模

令和３年度から令和５年度までの標準財政規模の内訳は、次のとおりである。

（単位：千円）

５ 比率

上記４の数値により算出した実質公債費比率は、次のとおりで、早期健全化基準

（25.0パーセント）を下回っている。

実質公債費比率

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

貸 付 金 の 元 利 償 還 金 302,787 306,068 309,611

公 営 住 宅 使 用 料 238,858 262,050 287,506

そ の 他 32,747 38,752 1,825,593

計 574,392 606,870 2,422,710

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

災 害 復 旧 費 等（元利償還金分） 39,923,602 38,906,442 37,793,785

事 業 費 補 正（元利償還金分）
4,531,733 4,393,432 4,324,874

事 業 費 補 正（準元利償還金分）

密 度 補 正（準元利償還金分） 984,739 1,030,379 1,047,660

計 45,440,074 44,330,253 43,166,319

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

標 準 税 収 入 額 等 ａ 70,391,549 84,746,796 85,484,313

普 通 交 付 税 ｂ 188,470,269 182,543,288 183,173,716

臨時財政対策債発行可能額 ｃ 20,939,956 3,792,164 1,323,428

標 準 財 政 規 模 a＋b＋c 279,801,774 271,082,248 269,981,457

令和３年度 令和４年度 令和５年度 ３か年の平均

10.80％ 11.77％ 12.77％ 11.7％
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Ⅳ 将来負担比率

１ 将来負担比率の対象範囲

(１) 範囲

一般会計等、公営企業会計、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第２

条で定める特別会計、一部事務組合、地方公社及び第三セクター等

(２) 対象となる会計等

ア 一般会計等 Ⅰの１の(２)のとおり

イ 公営企業会計 Ⅱの１の(２)のイ及びウのとおり

ウ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第２条で定める特別会計

Ⅱの１の(２)のエのとおり

エ 一部事務組合 Ⅲの１の(２)のエのとおり

オ 地方公社 該当なし

カ 第三セクター等（対象となる法人） 一般社団法人高知県森林整備公社

２ 将来負担比率の趣旨

将来負担比率は、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する

比率で、地方債等の負担の重さをその残高で示すものである。

早期健全化基準は、次のとおりである。

なお、財政再生基準は、設けられていない。

３ 将来負担比率の算出方法

４ 基礎となる数値

(１) 将来負担額

ア 将来負担額は、次の額の合計額であり、1,019,781,457千円となる。

(ア) 一般会計等の令和５年度末における地方債現在高

(イ) 債務負担行為に基づく支出予定額

(ウ) 一般会計等以外の地方債の元金償還に充てるための一般会計等からの繰入見

込額

(エ) 組合等の地方債の元金償還に充てるための一般会計等の負担見込額

(オ) 退職手当支給予定額に係る一般会計等の負担見込額

将来負担比率＝

将来負担額－（充当可能基金額＋特定財源見込額

＋地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額）

標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る

基準財政需要額算入額）

早 期 健 全 化 基 準 400.0％

財 政 再 生 基 準
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(カ) 一部事務組合、地方公社及び第三セクター等の負債額等のうち、一般会計等

の負担が見込まれる額

(キ) 連結実質赤字額

(ク) 組合等連結実質赤字相当額に係る一般会計等の負担見込額

（単位：千円）

イ 各項目の内訳は、次のとおりである。

(ア) 一般会計等の令和５年度末における地方債現在高

（単位：千円）

(イ) 債務負担行為に基づく支出予定額（公債費に準ずるもの）

債務負担行為に基づく支出が確定している額であって、一般会計等において実

質的に負担することが見込まれる支出予定額である。

（単位：千円）

区分
令和４年度

Ａ

令和５年度

Ｂ

前年度対比

Ｂ－Ａ

(ア) 地 方 債 の 現 在 高 924,723,099 916,720,880 △8,002,219

(イ) 債務負担行為に基づく支出予定額 4,390,156 4,014,875 △375,281

(ウ) 公 営 企 業 債 等 繰 入 見 込 額 9,643,621 9,211,137 △432,484

(エ) 組 合 負 担 等 見 込 額 6,457,563 6,019,970 △437,593

(オ) 退 職 手 当 負 担 見 込 額 81,240,969 80,235,520 △1,005,449

(カ) 設立法人の負債額等負担見込額 3,823,054 3,579,075 △243,979

(キ) 連 結 実 質 赤 字 額 0 0 0

(ク) 組合連結実質赤字額負担見込額 0 0 0

将 来 負 担 額 (ア)～(ク)の合計 1,030,278,462 1,019,781,457 △10,497,005

会計名 令和４年度 Ａ 令和５年度 Ｂ 前年度対比 Ｂ－Ａ

一 般 会 計 912,013,312 904,052,783 △7,960,529

特 別 会 計 12,709,787 12,668,097 △41,690

計 924,723,099 916,720,880 △8,002,219

区分 令和４年度 Ａ 令和５年度 Ｂ 前年度対比 Ｂ－Ａ

森林総合研究所等事業に係るもの 154,946 99,392 △55,554

地方公務員等共済組合に係るもの 715,868 904,220 188,352

そ の 他 3,519,342 3,011,263 △508,079

計 4,390,156 4,014,875 △375,281
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(ウ) 一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てるための一般会計等からの

繰入見込額

（単位：千円）

(エ) 組合等の地方債の元金償還に充てるための一般会計等の負担見込額

一部事務組合等が起こした地方債の元金の償還に充てるための負担見込額である。

（単位：千円）

(オ) 退職手当支給予定額に係る一般会計等の負担見込額

一般職及び特別職の全員が令和５年度末日に自己の都合により退職するものと

仮定した場合に支給すべき退職手当の額（法適用企業の職員を除く。）の合計額

である。

（単位：千円）

(カ) 一部事務組合、地方公社及び第三セクター等の負債額等のうち、一般会計等

の負担が見込まれる額

県から財政援助を受ける出資法人等の債務に対する損失補償債務等負担見込額

は、県が損失補償を付した法人に対する金融機関からの融資（損失補償付債務）

を５段階（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ）に区分し、当該損失補償を付している借入金等

の額に、それぞれの評価区分ごとに損失補償債務算入率以上の率を乗じて、損失

補償債務等負担見込額を算定する標準評価方式を採用している。

会計名 令和４年度 Ａ 令和５年度 Ｂ
前年度対比

Ｂ－Ａ

下 水 道 事 業 会 計 2,019,658 2,079,085 59,427

電 気 事 業 会 計 0 0 0

工 水 事 業 会 計 0 0 0

病 院 事 業 会 計 7,623,963 7,132,052 △491,911

流通工業事業会計（宅地造成事業分） 0 0 0

港 湾 事 業 会 計 0 0 0

計 9,643,621 9,211,137 △432,484

組合名 令和４年度 Ａ 令和５年度 Ｂ 前年度対比 Ｂ－Ａ

高知県・高知市病院企業団 6,457,563 6,019,970 △437,593

区分

職員数（人） 負担見込額

令 和
４年度
Ａ

令 和
５年度
Ｂ

前年度
対 比
Ｂ－Ａ

令和４年度

Ｃ

令和５年度

Ｄ

前年度対比

Ｄ－Ｃ

一 般 職 等 11,218 11,306 88 81,209,649 80,223,676 △985,973

特 別 職 2 1 △1 31,320 11,844 △19,476

計 11,220 11,307 87 81,240,969 80,235,520 △1,005,449
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内訳は、次のとおりで、算入率は評価区分に関係なく100パーセントとしてい

る。

（単位：千円）

(キ) 連結実質赤字額

連結実質赤字比率の算定に用いた連結実質赤字額である。

(ク) 組合連結実質赤字相当額に係る一般会計等の負担見込額

組合等の連結実質赤字額相当額のうち、一般会計等の負担見込額が算定の対象

となる。

高知県・高知市病院企業団は、地方公営企業法の全部適用企業（公営企業会

計）であるため、連結実質赤字額は次の算式で求められる。

連結実質赤字額＝（流動負債－控除額等）－（流動資産－控除額等）

令和５年度末では、連結実質赤字は発生していない。

なお、高知県・高知市病院企業団が開設する高知医療センターの令和５年度決

算は207,084千円の黒字で、当年度未処理欠損金（累積損失）は6,757,494千円と

なっている。

（単位：千円）

(２) 充当可能基金額

県に設置されている地方自治法第241条の基金のうち、19基金が充当可能基金であ

り、現金、預金等として保管しているものが算入されている。

（単位：千円）

法人名等
令和４年度 Ａ 令和５年度 Ｂ 前年度対比

Ｂ－Ａ区分 区分

出 資 法 人 等 3,823,054 － 3,579,075 － △243,979

(一社)高知県森林整備公社 3,823,054 Ｅ 3,579,075 Ｅ △243,979

計 3,823,054 3,579,075 △243,979

組合名
連結実質赤字額 負担見込額 県 の

負担割合令和４年度 令和５年度
令和４年度
Ａ

令和５年度
Ｂ

前年度対比
Ｂ－Ａ

高知県・高知市
病 院 企 業 団

0 0 0 0 0 ２分の１

基金名 令和４年度 Ａ 令和５年度 Ｂ 前年度対比 Ｂ－Ａ

減 債 基 金 ほ か 1 8 基 金 76,356,289 82,798,870 6,442,581
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(３) 特定財源見込額

ア 地方債の償還額等に充当可能な特定の歳入の見込額で、次のものが対象となる。

(ア) 国庫支出金等のうち、地方債の償還額等に確実に充当できる額

(イ) 地方債を原資として貸し付けた当該貸付金の償還金

(ウ) 公営住宅の賃借料その他の使用料

イ 内訳は、次のとおりである。

（単位：千円）

(４) 地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額

地方債の償還等に要する経費として、公債費又は事業費補正若しくは密度補正によ

り基準財政需要額に算入されることが見込まれる額である。

（単位：千円）

(５) 標準財政規模

Ⅲの４の(５)のとおり

(６) 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額

Ⅲの４の(４)のとおり

区分 令和４年度 Ａ 令和５年度 Ｂ 前年度対比 Ｂ－Ａ

国 庫 支 出 金 等 0 0 0

地方債を財源とする貸付金の償還金 11,012,949 10,979,451 △33,498

公 営 住 宅 使 用 料 4,652,472 5,119,066 466,594

計 15,665,421 16,098,517 433,096

費目 測定単位
算入見込額

令和４年度 Ａ 令和５年度 Ｂ 前年度対比Ｂ－Ａ

道路橋りょう費 道路の延長 13,982,977 13,668,423 △314,554

河 川 費 河川の延長 9,151,106 10,294,906 1,143,800

港 湾 費 （港湾） 外郭施設の延長 3,353,104 3,518,835 165,731

港 湾 費 （漁港） 外郭施設の延長 840,036 750,138 △89,898

高 等 学 校 費 生徒数 40,251 23,661 △16,590

衛 生 費 人口 6,215,901 5,701,823 △514,078

こ ど も 子育て費 18 歳以下人口 － 0 0

高齢者保健福祉費 65歳以上の人口 928,664 838,418 △90,246

農 業 行 政 費 農家数 329,911 392,992 63,081

林 野 行 政 費 公有以外の林野の面積 14,274 5,540 △8,734

地 域 振 興 費 人口 28,375,629 27,151,650 △1,223,979

公 債 費 474,949,066 456,377,350 △18,571,716

計 538,180,919 518,723,736 △19,457,183
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５ 比率

上記４の数値により算出した将来負担比率は、177.3パーセントとなり、早期健全化基

準（400.0パーセント）を下回っている。

Ⅴ 資金不足比率

１ 資金不足比率の対象範囲

(１) 範囲

ア 法適用企業に係る特別会計

イ 法非適用企業に係る特別会計

(２) 対象となる特別会計

公営企業会計 Ⅱの１の(２)のイ及びウのとおり

２ 資金不足比率の趣旨

資金不足比率とは、公営企業会計ごとの資金の不足額が事業規模に対してどの程度で

あるかを示すものである。また、資金の不足額とは、一般会計等の実質赤字に相当する

ものとして公営企業会計ごとに算定した額である。

３ 資金不足比率の算出方法

４ 基礎となる数値

(１) 資金の不足額

ア 法適用企業 宅地造成事業以外

資金の不足額＝（流動負債－控除企業債等－控除未払金等－控除額）

＋算入地方債の現在高－（流動資産－控除財源－控除額）

－解消可能資金不足額

イ 法非適用企業 宅地造成事業

資金の不足額＝歳出額＋算入地方債の現在高－（歳入額－（繰越明許費繰越額

－未収入特定財源））－土地収入見込額－解消可能資金不足額

(注) 解消可能資金不足額とは、実際に生じている資金不足のうち解消可能

な資金のことで、減価償却費を上回って元金償還費が発生する場合の差額

等が該当する。

(２) 事業の規模

ア 法適用企業＝営業収益の額－受託工事収益の額

イ 法非適用企業＝営業収益に相当する収入の額－受託工事収益に相当する収入の額

資金不足比率＝
資金の不足額

事業の規模
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(３) 会計別の資金の不足額

次のとおり各会計とも資金の不足額は生じていない。

表１ 法適用企業 （単位：千円）

※１ 流動負債等＝（流動負債－控除企業債等－控除未払金等－控除額）

＋算入地方債の現在高

※２ 流動資産等＝（流動資産－控除財源－控除額）＋解消可能資金不足額

表２ 法非適用企業 （単位：千円）

※１ 歳出額等＝歳出額＋算入地方債の現在高

※２ 歳入額等＝歳入額＋解消可能資金不足額

５ 比率

各会計とも資金の不足額が生じていないため、資金不足比率は数値としては表示され

ない。

会計名
流動負債等 ※1

Ａ

流動資産等 ※2

Ｂ

資金の不足額

Ａ－Ｂ
事業の規模

下 水 道 事 業 会 計 1,175,726 1,344,450 △168,724 594,386

電 気 事 業 会 計 554,143 7,993,629 △7,439,486 1,596,914

工 水 事 業 会 計 14,802 834,308 △819,506 169,945

病 院 事 業 会 計 2,393,491 5,901,851 △3,508,360 11,882,030

計 4,138,162 16,074,238 △11,936,076 14,243,275

会計名

歳出額等
※1

Ａ

歳入額等
※2

Ｂ

繰 越 明 許
費 繰 越 額

Ｃ

未 収 入
特定財源

Ｄ

土地収入
見 込 額

Ｅ

資 金 の
不 足 額

A-B+C-D-E

事 業 の

規 模

流 通 工 業

事 業 会 計
1,119,090 1,156,607 0 0 3,360,201 △3,397,718 6,997,143

港 湾 事 業

会 計
515,150 526,324 0 0 591,484 △602,658 216,078

計 1,634,240 1,682,931 0 0 3,951,685 △4,000,376 7,213,221


